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「５つ子名前大募集」結果発表
レッキー君 レッキーちゃん ５つ子名前決定！

町内の保育園児、小中学校の児童生徒のみなさん、町内外の方から多数のご応募をいただきました。
応募総数は、1,366 件でした。たくさんのご応募ありがとうございました。
厳正なる審査の結果ご採用された方、おめでとうございます。名前は選考委員により決めさせていた

だきました。

今後は両親のレッキー君、レッキーちゃんと一緒にイベント等で
ＰＲ活動をしていく予定です。  応援よろしくお願いします！

キャラクターテーマ「祭り」

祭りの稚児をイメージしました。

キャラクターテーマ「龍」

龍にまつわる伝説が多くある町を
イメージしました。

キャラクターテーマ「ホタル」

ホタルの光る色をイメージしました。

キャラクターテーマ
「川、 日本最古の石博物館」

清流の川の色からイメージしました。

キャラクターテーマ「自然、 田舎」

緑の木々に囲まれた自然を
イメージしました。
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七
 な な は  

葉

キャラクターの名前の頭文字を並べると…「ひ・ち・そ・う・七」となります！
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「５つ子名前大募集」結果発表
レッキー君 レッキーちゃん ５つ子名前決定！

七宗町では、空き家等の有効活用と定住促進による地域の活性化を図るため、町のホームページに

「空き家・空き地」の情報を掲載しています。

町内に一戸建ての家や宅地として利用できる土地、空き店舗等をお持ちの方で、賃借・売買を希望

される方は「七宗町空き家バンク制度ヘ登録」をお願いします。

こんな心配をしている方を
ご存じないですか？

もしご存じであれば下記担当までご連絡ください！

□ 空き家を売りたい（貸したい）けどどうしよう… □ 空き家に支払っている税金が結構かかるわ…

□ 空き家の管理が面倒になってきている。どうしよう… □ 近所の方に迷惑がかかっていないかしら…

□ 今は何とか活用できているけど、将来取り壊すのに
　　費用がかかるからどうしよう…

空き家等の情報を登録するまでの流れ
空き家登録に必要な書類は、七宗町役場企画課及び神渕支所又は七宗町ホームページからダ

ウンロードすることができます。ご不明な点がございましたら、下記担当までお問い合わせく
ださい。

１

空き家等情報登録申
込書に記入の上、当該
土地位置図、固定資産
税納税証明書及び誓
約書を添付し下記まで
申込みください。

➡ ２

登録申込みをいただい
た物件については、職
員が現況調査にお伺い
し、家屋の間取り等の
確認を行います。

➡ ３

書類審査及び現況調
査の結果、空き家等
の登録を承認された
物件は、七宗町ホーム
ページに掲載し、周知
します。

※町は、情報登録者や空き家利用希望者への情報提供は行いますが、賃貸や売買のあっせんまたは仲介は
　行いません。
　賃借や売買の契約は空き家の所有者と空き家の利用希望者の当事者間でお願いします。

問い合わせ 七宗町役場 企画課 企画係　担当：杉本 ひかる　☎ ４８－２２９１（直通）

七宗町
空き家バンク制度を
ご存じですか？

空き家の管理に困っている方はぜひ、ご利用ください。

3 p広報 令和 2 年 8月号



７月の社会を明るくする運動月間に伴い、七宗町役場にて「第

７０回社会を明るくする運動メッセージ伝達式」が開催されまし

た。井戸町長は、「七宗町として犯罪抑止に努め、社会を明るく

する運動に真摯に取り組んでいきます」と話しました。

その後、保護司の今瀬享造さん、更生保護女性会の泉五十鈴さ

んは町内の小中学校を訪問し、犯罪や非行防止を呼びかけました。

第１保育園、第２保育園にて七夕の飾りつけを行いました。大きな笹に園児たちは自分の願い事を

書いた短冊や、この日のために一生懸命作ったあみ飾りなどをたくさん飾り付けました。

園児全員協力して出来上

がった七夕飾りの出来は素晴

らしく、園児たちは自分の願

いが叶うよう手を合わせて真

剣に祈っていました。

日本最古の石博物館の企画展示室にて、わくわく体験館ガラ

ス工芸展が開催されています。

ステンドグラスや江戸時代の製法で作られたガラス製品や花

器など、魅力的な作品が展示されていました。来館者は透明感

があり涼し気さを感じられるガラス工芸品に癒しを感じている

ようです。

ガラス工芸展は９月１３日（日）まで、開催しています。

木の国七宗コミュニティーセンター、神渕コミュニティーセ

ンターにて町職員による避難所開設訓練が実施されました。

職員はフェイスシールドと手袋をつけ、体調不良者への案内、

簡易ベッド・パーティションの設置など、災害発生時に避難所

を開設する際、新型コロナウイルス感染症に対応し安全に避難

者を受け入れる訓練を行いました。

避難所設営訓練

社会を明るくする運動

七夕の飾りつけ

ガラス工芸展

７
　６

７
　13

７
　６

７
　６

７
　18

第２保育園第１保育園
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入札年月日　令和 2 年 7 月 6 日

工事番号等 工事場所等 工事名等 請負金額
Ａ  円 契約年月日 工　期 請負者 予定価格

B  円
落札率
A ／ B

1 水道課
水工第４号

七宗町神渕
寺洞地内 寺洞地内水道管布設工事 4,840,000 

令和 2 年

7 月 6 日

令和 2 年

10 月 23 日 ㈱長尾土建 5,005,000 96.70%

2 農林課
農工第３号 七宗町神渕地内 県単改良事業

星谷釜洞線法面改良工事 2,563,000 
令和 2 年

10 月 6 日 ㈱長尾土建 2,648,800 96.76%

3 土木建設課
土工第４号

七宗町上麻生
葛屋地内

防災安全交付金事業
町道落合葛屋線災害防除工事 31,350,000 

令和 3 年

3 月 5 日 中部興業㈱ 33,151,800 94.57%

工事計　3 件 38,753,000 － － 40,805,600 94.97%

1 土木建設課
土委第７号

七宗町川並平・
上麻生勝地内 地籍調査業務（平・勝工区） 5,588,000 

令和 3 年

3 月 12 日 ㈱三栄コンサルタント 6,215,000 89.91%

業務委託計　1 件 5,588,000 － － 6,215,000 89.91%

1 教育課
教備第３号 七宗町地内 上麻生小中学校・神渕小中学校

タブレット端末購入事業 19,067,400
令和 3 年

3 月 26 日 中部事務機㈱ 20,065,100 95.03%

2 総務課
総備第５号 七宗町地内 避難所生活環境確保用

資機材等購入 4,587,000
令和 2 年

12 月 2 日 アンシンク㈱ 4,895,000 93.71%

物品計　2 件 23,654,400 － － 24,960,100 94.77%

合　計　6 件 67,995,400 － － 71,980,700 94.46%

公共工事入札結果

七宗町ホームタウンデー

自衛官募集

防衛省では、来春入隊・入校予定の自衛官等を募集しています。

募集種目 応募資格
（年齢は令和２年４月１日現在） 受付期間 １次試験日

自衛官候補生 １８歳以上３３歳未満の者 随時受付中

防衛大学校学生
・１８歳以上２１歳未満の者

・高卒者（見込含）又は
　高専３年次修了者（見込含）

１０月２２日
まで １１月７・８日

防衛医科大学校
（医学科学生） １０月７日まで １０月２４・２５日

防衛医科大学校
（看護学科学生） １０月１日まで １０月１７日

※試験の細部については、お問い合わせください。

問い合わせ 　自衛隊美濃加茂地域事務所（可茂総合庁舎４Ｆ）　☎２５－７４９５

９月１９日（日）は、ＦＣ岐阜ホーム戦（ vs ＡＣ長野パルセイロ）の七宗町ホームタ
ウンデーです。七宗町に住民票のある方（先着５００名）は無料で試合観戦ができます。

【日 時】９月１９日（日）１９：００キックオフ　【場 所】長良川競技場
【無料試合観戦について】

事前に「感動をともにチケット（ともチケ）」のお申し込みと「ゾーン指定（招待）」のＱＲチケッ
トの発券（試合の５日前から発券可能）が必要です。ＦＣ岐阜オフィシャルホームページから申請し
てください。試合当日に、ともチケは会場内の「チケット交換ブース」でお渡しします。（免許証
などの本人確認がとれるものをご提示ください）
※ともチケとゾーン指定（招待）ＱＲチケットの両方がなければ入場できません。

申込期限　９月１７日（金）１２：００
（定員に達し次第受付終了）

※ゾーン指定（招待）が完売の場合はともチケを申請
　済みであってもご入場いただくことができません。

 （ともチケ）　　　 　（ゾーン指定）

問い合わせ 　株式会社  岐阜フットボールクラブ　ともチケ担当　☎０５８－２３１－６８１１

先着500名様
無料ご招待！
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友だちからのいじめやインターネット上のＳＮＳに悪口を書き込まれた、学校や家、その他のこと
でだれにも打ち明けることのできない悩みを抱えている人など、どなたでもお気軽にご相談ください。

【日　　時】
８月２８日（金）～９月３日（木）まで
月曜日～金曜日：午前８時３０分～午後７時まで
土曜日・日曜日：午前１０時～午後５時まで

（上記強化週間以外の日でも、平日８時３０分～午後５時１５分まで相談に応じています）

【電話番号】
子どもの人権１１０番

☎０１２０－００７－１１０（フリーダイヤル）

※携帯電話からもかけられます

【相談担当者】 人権擁護委員、法務局職員

加茂休日急患開設の日程

  診療所  　発熱やケガなど比較的軽い症状に対し、応急的な診療を行います。

月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号
８月３０日 日 堀部医院 美濃加茂市 ２５－２９１０
９月　６日 日 安藤小児科 美濃加茂市 ２６－０８１２
９月１３日 日 さぐち内科 美濃加茂市 ２７－７３１４
９月２０日 日 木沢記念病院 美濃加茂市 ２５－２１８１
９月２１日 月・祝 杉山クリニック 富 加 町 ５４－３１２１
９月２２日 火・祝 西田醫院 美濃加茂市 ２８－３３７１

●診療受付時間　午前９時～午後４時３０分
＊都合により、変更する場合や途中休憩があります。各医療機関にご確認ください。
　（加茂医師会のホームページでも確認できます）
＊場合によっては、かかりつけ医にご相談ください。

  歯　科  　急な歯痛や口の症状に対し、応急的な診療を行います。

月　日 曜 日 医療機関名 所 在 地 電話番号
８月３０日 日 井村歯科医院 川 辺 町 ５３－５７１５
９月　６日 日 ファミリー歯科 美濃加茂市 ２５－００５５
９月１３日 日 カモ歯科クリニック 美濃加茂市 ２４－４１８１
９月２０日 日 おおともデンタルクリニック 美濃加茂市 ２８－０４１８
９月２１日 月・祝 加藤歯科医院 美濃加茂市 ２５－２６４１
９月２２日 火・祝 大手町デンタルクリニック 美濃加茂市 ２８－８２４１

●診療受付時間　午前９時～午後１時
＊都合により、変更する場合があります。各医療機関に、ご確認ください。

問い合わせ 　七宗町役場　住民課　健康係（生きがい健康センター内）　平田  裕子　☎４８－２０４６

全国一斉「子どもの人権110番」
強化週間における電話相談所の開設について

パソコンからは

携帯電話からは　右のＱＲコードを読み取れば相談ページに
　　　　　　　　飛びます。

インターネット人権相談 検 索 扌

相談は無料
－－－－－－－－－－－－－－
秘密は厳守します!!

6 p 広報 令和 2 年 8月号



家族や配偶者が認知症になった時
「どこに」「誰に」相談したら良いのか？
認知症の人に対して
どのように声をかけたら良いのか？手助けすると良いのか？

知っていますか？

┃ 地域包括支援センターからのお知らせ ┃

認知症と 「友に生きる」 ことを考えてみませんか？
9 月 21 日が何の日か知っていますか？
答えは「世界アルツハイマーデー」です。9 月は敬老の日（9 月の第 3 月曜日）や老人週間もあります。
認知症に関心を持ち、正しい理解を深めてみませんか？

認知症は他人事ではありません！
七宗町の高齢化率は45.8％（令和 2年 4月 1日時点）と高くなっています。
　　　　（65歳以上人口が総人口に占める割合）
さらに、2025年の認知症有病者数は約700万人、高齢者の約5人に1人が認知症といわれています。

認知症の介護で頑張りすぎは禁物です！
　介護者の方は、一人で抱え込まずにご相談ください。

認 知 症 とは？

何らかの原因で、脳の機能が低下する脳の病気。
物忘れや判断力が低下し、日常生活に支障が出る
ことがあります。
■主な症状
「記憶障害」
  最近のことを忘れる。何度も確認する。

「見当識障害」
  今がいつなのか？どこなのか？分からなくなる。

認知症の人への関わり方のポイント

❶さりげなく様子を見守る
❷落ち着いて対応する
❸複数で取り囲まない
❹相手の視界に入って声をかける
❺目線を合わせる
❻穏やかに、はっきりと話す
❼相手の言葉に耳を傾ける

地域包括支援センターでは、認知症の正しい理解の普及・啓発のため次のようなことに取り組んでいます

認知症の人や家族が地域で孤立しないために

★認知症サポーター養成講座
★出張 !! ほっと七福カフェ

★ほっと七福カフェ

★介護者のつどい

：認知症の基礎知識・対応方法に関する講座（約１時間）
：認知症に関する話（認知症の基礎知識、予防、財産管理など）

：おしゃべりしながら、お茶を飲みながら気軽に話をする場です。認知症の
方や家族も気軽に立ち寄って話が出来る場を目指しています。

：要介護認定を受けた方を自宅で介護している人（介護者）に、介護に関す
る情報提供や講話、リフレッシュしていただく機会を作っています。

★認知症に関する書籍紹介コーナー（今年度初！！）
◦ 9 月　1 日～ 9 月 15 日：木の国七宗コミュニティーセンター 図書室
◦ 9 月 16 日～ 9 月 30 日：神渕コミュニティーセンター 図書室

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 老人会、地区サロン、小・中学校等に出張します －－－－－－－－－－－－－－－－－

問い合わせ 地域包括支援センター（生きがい健康センター内） 担当：加納 祐美　☎４８－２０４６

※新型コロナウイルス感染症
の状況によっては中止する
場合があります。
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教室名：健康クラブ　　　　　　　対象者：４０歳～７５歳未満の七宗町住民

場　所：生きがい健康センター（第１回目）、木の国七宗コミュ二ティーセンター（第２回目以降）

服　装：運動しやすい服装　　　　持ち物：筆記用具・飲み物（お茶）・汗拭きタオル

申込先：各教室の２週間前までに生きがい健康センターへお申し込みください。
住民課  健康係（生きがい健康センター）   ☎ ４８－２０４６　担当：福井 友子

健康クラブ
住民課では、今秋から “良いネタ“盛りだくさんの健康教室を開講します。
気持ちよく運動して楽しい時間を共有しましょう♪
保健師・管理栄養士・スポーツクラブ講師による講義と実技を 6回コースで行い

ます。（お好きな回のみの参加も OKです）

尿検査で前日の塩分摂取量が分かる「塩分摂取量検査」の希望者は第 5回・第 6回

にご参加ください。

プログラム
回数 開催日／時間／場所 内　　　　容

第
１
回

９月３０日（水）
１０：0０～１２：００

生きがい健康センター

講  義：【健康でイキイキしたあなたをつくる】／管理栄養士
  　　　 今の体の状態を知り、自分に合った食生活・生活習慣を学びます
実  技：【Let’s　プラス１０（テン）！】／保健師
  　　　 日常的にできる簡単な運動を学びます

第
２
回

１０月２８日（水）
１０：００～１１：４５
木の国七宗
コミュニティーセンター

血圧測定
講  師：山手スポーツクラブ
  　　　【生活習慣病の予防は、健康な血管の維持！】
  　　　 血管が健康であることの重要性と運動による効果を学びます

第
３
回

１１月２５日（水）
１０：００～１１：４５
木の国七宗
コミュニティーセンター

血圧測定
講  師：山手スポーツクラブ
  　　　【自分に合った筋トレ方法を学ぼう！】
  　　　 動くことが苦痛にならないよう、自分に合った筋トレ方法を学びます

第
４
回

１２月９日（水）
１０：００～１１：４５
木の国七宗
コミュニティーセンター

血圧測定
講  師：山手スポーツクラブ
  　　　【毎日続けられる簡単体操を学ぼう！】
  　　　 毎日続けられる簡単な体操（有酸素運動＋筋トレ）を学び、
  　　　 今後の目標を立てます

第
５
回

２月３日（水）
１０：００～１２：００
木の国七宗
コミュニティーセンター

実  技：【やってみよう！山手流ストレッチ】
講  義：【腎臓は肝腎要の臓器】／保健師
講  義：【腎臓を守る食事】／管理栄養士
  　　　 ＣＫＤ（慢性腎臓病）予防・高血圧予防について学びます
  　　　  ※塩分摂取量検査用尿採取容器配布（希望者のみ） 

第
６
回

３月１０日（水）
１０：００～１２：００
木の国七宗
コミュニティーセンター

実施実技：【やってみよう！山手流ストレッチ】
講　  義：【高血糖はほっとけない！】／保健師・管理栄養士
  　　　　 血糖値が上昇しにくい食べ物や食べ方を学びます
  　　　　  ※前日の塩分摂取量検査 

令和２年度

大好評の

　 よくばり教室

今年も開催決定！
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今月の健康コラム

冷え性は寒い時期の代表的な症状ですが、夏場

では服装や食事が「冷え」に対して無防備になり

がちです。低めの温度のエアコンや冷たい飲み物、

食べ物などにより体温の低下や血行不良を起こす

人が多く見られます。

「冷え」と「自律神経の乱れ」に注意
エアコンを長時間使用していると、自律神経系

の交感神経が働き、体温を体の中から逃がさない

ように血管が収縮します。このため血流は悪化し

て、冷え性を起こします。また、自律神経の乱れ

は、他にも基礎代謝や新陳代謝を低下させてしま

います。

【冷えによる体調不良チェックリスト】
□身体がだるい、やる気が起こらない

□消化不良をおこしている

□なかなか寝つけない、眠りが浅い

□手足や腹、腰の周りが冷たい

□食欲がない

健康を取り戻すポイント
冷えから身体を守るためには、体を温め、血行

を改善することが大切です。以下のポイントを参

考に健康維持に努めましょう。

【生活の心得】
◎首、手、足から冷えるので、その部分の保温

をしっかりとする。

◎エアコンの設定温度を２５～２８度にする。

（外気との温度差は５度以内に）

◎ウォーキングやストレッチなど軽い運動を心

がける。

◎３８～４０度くらいのぬるめの湯でゆっくり

と半身浴をして、体の芯から温める。

◎十分な睡眠をとる。

【食事の心得】
◎冷たい飲み物やアイスクリームなどの冷たい

食べ物は避ける。

◎主食・主菜・副菜がそろった栄養バランスの

良い食事を食べる。

◎体を内側から温める食材を食べる。

（生姜、ねぎ、玉ねぎ、にんにく、かぼちゃ、

人参）

冷えによる体調不良から身体を守ろう！
体調管理が難しい時期を乗り越えよう！ 健康相談

■乳幼児・成人健康相談

　９月　４日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　  生きがい健康センター

　９月１８日(金)　午前９時３０分～１１時

　　　　　　　　  神渕コミュニティーセンター

　乳幼児：身体測定、育児相談

　成　人：血圧測定、尿検査、体脂肪測定

　保健師、管理栄養士が相談に応じます。

■１歳児相談

　９月１７日(木)　午後１時～３時３０分

　　　　　　　　  生きがい健康センター

《対象者》Ｒ　１.　６.　１～Ｒ　１.１０.３１生

■母子健康手帳交付

　予約制（所要時間１時間程度）

　生きがい健康センターまでご連絡ください。

 　（持ち物）①妊娠届出書

 ②マイナンバーを確認できるもの

 　(個人カード または 通知カード)

 ③身元を証明できるもの

 　(運転免許証 または 保険証等)

健　診

■乳幼児内科健康診査　対象者には個別通知をします

　９月　３日(木)　午後１時～３時３０分

　　　　　　　　  生きがい健康センター

 《対象者》

　４～５か月児：Ｒ　２.　３.１７～Ｒ　２.　５.　３生

　７～８か月児：Ｒ　１.１２.１７～Ｒ　２.　２.　３生

　１歳６か月児：Ｈ３１.　１.１７～Ｈ３１.　３.　３生

　３歳児　　　：Ｈ２９.　７.１７～Ｈ２９.　９.　３生

■幼児歯科健康診査　対象者には個別通知をします

　９月　８日(火)　午後１時～３時３０分

　　　　　　　　  生きがい健康センター

 《対象者》

　１歳６か月児：Ｈ３０.１１.２９～Ｈ３１.　１.１６生

　２歳児　　　：Ｈ３０.　７.２２～Ｈ３０.　９.　８生

　２歳６か月児：Ｈ３０.　１.２２～Ｈ３０.　３.　８生

　３歳児　　　：Ｈ２９.　５.２９～Ｈ２９.　７.１６生

教　室

■マタニティクラス①

　９月１７日(木)　午後１時～３時３０分

　　　　　　　　  生きがい健康センター

 《対象者》妊婦とその家族

◎ご不明な点は、下記までお問い
　合わせください。

問
い
合
わ
せ

生きがい健康センター内
住民課  健康係　平田 裕子

  ☎   ４８－２０４６　 FAX  ４８－１３６０
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7月から再開
しています！

わくわく体験館のガラス工芸講座
日 時

内 容

対 象
参 加 費

日 時

内 容

対 象
参 加 費
そ の 他

①木曜午前コース（９時～正午）10/8、10/15、10/22、10/29、11/5、11/12
②金曜午後コース（１時～４時）10/9、10/16、10/23、10/30、11/6、11/13
③土曜午前コース（９時～正午）10/10、10/17、10/24、10/31、11/7、11/14
ステンドグラスの技法を学びながら、「クリスマスツリー」を作ります。
※ガラスの色はお好みで、選べます。
大 人 定　　員　各曜日４名（先着順）
２４,２００円（材料費・税込） 締 切 日　９月２７日（日）

１０月２日（金）・１０月３日（土） ※１回講座
①Ａコース　午前９時～午後２時３０分（午前/鍛造・午後/吹きガラス）
②Ｂコース　午前１０時３０分～午後４時（午前/吹きガラス・午後/鍛造）
鍛造（鉄を加熱 → ハンマーでたたく → 加工成形）で作品のベースを作り、
吹きガラスでランプまたは、花器を作ります。
大 人 定　　員　両日共Ａ・Ｂコース　各６名　合計２４名（先着順）
ランプ１１,３００円  花器９,７００円（材料費・税込） 締 切 日　９月２０日（日）
当日お持ち帰りできません。受け取りは１０月１７日（土）からになります。

● 講座名：１.ステンドグラス基礎講座Ⅳ

● 講座名：２.鍛造講座

講 師
申 込 み
問 合 せ

わくわく体験館ガラス工芸講師 会　　場　 わくわく体験館
わくわく体験館へ、電話か窓口でお申込みください
わくわく体験館　☎０５７４－６５－１５１５

各講座共通事項

肩や膝、腰などに痛みはありませんか？筋力低下や体の硬さが原因で、痛みが出ることが
多くあります。痛みを緩和するため、足腰の筋力低下による転倒・骨折などを予防するため、
また、脳を活性化させて認知症を予防するためにも、運動を一緒に行いませんか？

対象者 ６５歳以上の方（医師に運動制限をされている方は医師の許可が必要です）
内　容 血圧などの健康チェック・講義・体のお手入れ（筋トレ・ストレッチなど）
持ち物 お茶など水分補給のための飲み物、タオル、上靴、マスク
時　間 午前１０時～１１時３０分 午後１時３０分～３時

会　場 木の国七宗コミュニティーセンター 七宗町体育館（８月・９月のみ）
神渕コミュニティーセンター

 申込先 　七宗町地域包括支援センター（生きがい健康センター内） 担当：筧
かけひ

　優
ゆ

里
り

奈
な

　☎４８－２０４６

今年度は A グループ・B グループの２つに分けて開催して
います。

A グループの方は月の前半、B グループの方は月の後半に参
加していただいています。（各会場定員５０名）

空調設備更新工事の都合で、神渕地区の会場は、８月・９月
の２ヶ月間は七宗町体育館で行います。１０月～令和３年２
月までは神渕コミュニティーセンターで行います。
※新型コロナウイルス感染症の状況によっては中止となる場合があります。

参加を希望する場合は、申し込みをしてください。

【開催日（16回）】
Aグループ Bグループ

　　８月１１日（火） 　　８月２５日（火）
　　９月　８日（火） 　　９月２９日（火）

１０月　６日（火） １０月２０日（火）
１１月１０日（火） １１月２４日（火）
１２月　１日（火） １２月　８日（火）

R３年 １月１２日（火） R３年 １月２６日（火）
　２月　２日（火） 　２月１６日（火）

参加費無料
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＊七宗町の人口＊
令和２年８月１日 現在7月から再開

しています！

有
料
広
告

－－－－－－－ 予約するとお得なカードがもらえちゃう♪ －－－－－－－

こまめな手洗い  こまめなうがい
早寝早起き  体温測定  ほどよい運動

今こそ生活習慣を見直すとき！

こまめな手洗い  こまめなうがい
早寝早起き  体温測定  ほどよい運動

今こそ生活習慣を見直すとき！

お弁当のご予約はこちら！

免疫力もアップして撃退だ！

と一緒により良き七宗ライフを！

☎0574-46-1749

8月も「時短営業」を続けます。ただいま「9時～15時」までの営業です

人　口　　3,650 人　　（－ 6）
　男　　　1,730 人　　（－ 3）
　女　　　1,920 人　　（－ 3）
世帯数　　1,442 世帯　（± 0）

内　訳
出　生　 0人　　死　亡　 5人
転　入　 7人　　転　出　 8人
（外国人を含めた数となっています。）

9月の税・料
介護保険料　　　　　　３月分
後期高齢者医療保険料　３月分

※納付は口座振替が便利です

納期限　令和２年3月2日

国民健康保険税	 ５期分
介護保険料	 ９月分
後期高齢者医療保険料	 ９月分

※納付は口座振替が便利です

納期限　令和２年9月30日

相続登記はお済みですか？
いつでもできるということで後回しになりがちな

相続登記ですが、いつまでも放置しておいて、子や
孫に煩雑な手間と負担を掛けさせることは避けたい
ものです。相続登記はできるだけ早い時期に終わら
せておくことが重要です。

登記のことは当事務所に安心してお任せください。
出張相談も承ります。

　　 加茂郡七宗町神渕１４８９２番地１
司法書士・行政書士　堀部章比己事務所

TEL ０５７４－４６－１１５２

地区名 死亡者 年	齢 親	族
上 大 橋 中島　　美彦 ８８歳 美秋
本 郷 上 野中　　友義 ８２歳 加納	正彦
大 塚 福井　　一馬 ９１歳 英生
万 場 笠井　　節子 ８８歳 康明
追 洞 井戸　　宮一 ９８歳 直樹

人権相談 行政相談

期日 ８月２７日（木） 期日 ９月２０日（日）

時間 午後１時～午後４時 時間 午前10時～正午

会場 神渕
コミュニティーセンター 会場 木の国七宗

コミュニティーセンター

無料相談

出
展
　
岩
波
文
庫
　
佐
佐
木
信
網
先
生

　
　  

万
葉
集
　
上
巻
　
四
五
頁
　
巻
一
　
七
番

秋
の
野
の
み
草
刈
り
葺ふ

き
宿
れ
り
し

　
　
　
宇
治
の
宮み

や

こ處
の
假か

り
い
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し
思
ほ
う

額ぬ

か

だ田
の
王

お
お
き
み

の
歌

素
も
ぐ
り
で
ア
ナ
ゴ
捕
っ
た
と
喜
ぶ
少

こ

年

　
　
　
　
　
　 

釣
名
人
の
ジ
イ
ジ
に
似
た
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福
　
井
　
み
な
江

来
院
し
同
年
学
び
久
し
ぶ
り

　
　
　
　 

た
っ
ぷ
り
ニ
ュ
ー
ス
仄
か
な
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韻

後
　
藤
　
ひ
　
さ

梅
雨
に
入
り
心
は
晴
れ
ぬ
自
粛
の
日
々

　
　
　
　
　 

う
す
く
紅
引
く
老
の
た
し
な
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長
谷
川
　
美
登
里

良
き
友
と
短う

た歌
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こ
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知
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を
忘
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寿
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ま
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鹿
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鳴
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今
年
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夏
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づ
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あ
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何
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々
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福
　
井
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子
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角
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の
生
垣
花
盛
り

　
　
　
　
　
　 

通
り
行
く
人
皆
お
だ
や
か
に

各
　
務
　
明
　
子

お悔やみ
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人
事
関
係

議第２８号　七宗町固定資産評価審査委員
会委員の選任について
　佐

さ え き

伯　文
ぶ ん じ

治 氏　（中麻生下）

―――――――――――――――――――――――
七宗町農業委員会委員の任命につき同意を
求めることについて

　議第３０号　加
か の う

納　こよ 氏　（間見）

　議第３1号　亀
かめやま

山　克
かつのり

紀 氏　（牛ケ洞）

　議第３2号　林
はやし

　五
い さ お

三夫 氏　（寺洞）

　議第３3号　林
はやし

　忠
ただよし

良 氏　（大塚）

　議第３4号　福
ふ く い

井　邦
くにひこ

彦 氏　（上八日市）

　議第３5号　上
う え の

野　武
たけゆき

幸 氏　（下中切）

　議第３6号　長
ながしま

島　民
た み お

夫 氏　（万場）

　議第３7号　加
か と う

藤　富
と み お

男 氏　（杉洞）

　議第３8号　大
お お や

矢　尚
なおやす

保 氏　（葛屋）

　議第３9号　朝
あ さ ひ

日　政
まさとし

利 氏　（飯高）

　議第40号　井
い ど

戸　雅
ま さ き

喜 氏　（飯高）

　議第41号　井
い ど

戸　繁
しげあき

明 氏　（平）

　議第42号　井
い ど

戸　和
かずなり

就 氏　（樫原）

　議第43号　岩
い わ た

田　利
と し み

美 氏　（中麻生上）
―――――――――――――――――――――――

予
算
関
係

議第４４号　令和２年度七宗町一般会計
補正予算（第２号）
　一般会計
　歳入歳出 １億２，６１４万４千円増額補正し、
　補正後の予算	 ３７億８，９４９万２千円

主な
歳入

国庫支出金 ８，９４２万９千円
県支出金 １，３１７万９千円
繰入金 ２，０００万７千円

主な
歳出

簡易水道会計操出金 １，２６８万６千円
新型コロナウイルス感染症対策経費

（経済対策分） １，９３０万４千円
GIGA スクール構想事業（小学校分）
 ４，７３９万５千円
GIGA スクール構想事業（中学校分）
 ４，０２６万１千円

―――――――――――――――――――――――

専
決
処
分
の
承
認
関
係

承認第２号　七宗町職員の給与に関する
条例の一部を改正する条例の制定について
　職員の人事異動に伴い、職務分類表を改正するもの
―――――――――――――――――――――――
承認第３号　令和元年度七宗町一般会計
補正予算（第7号）
　一般会計　歳入歳出 １,２３７万８千円減額補正し、
　補正後の予算	 31億１，２４４万８千円

主な
歳入

地方交付税 ５７９万８千円
県支出金 △５７８万６千円
寄附金 △６８２万６千円
繰入金 △１，３42 万８千円

主な
歳出

ひちそうまちづくり基金積立金
 △７０５万５千円
ふるさと納税関係経費 △１，３４１万３千円

―――――――――――――――――――――――
承認第４号　七宗町消防団員等公務災害
補償条例の一部を改正する条例の制定について
　非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定め
る政令の一部改正によるもの
―――――――――――――――――――――――
承認第５号　七宗町税条例の一部を改正
する条例の制定について
　地方税法の一部改正によるもの
―――――――――――――――――――――――
承認第６号　令和２年度七宗町一般会計
補正予算（第１号）
　一般会計　歳入歳出 ３億９,７３４万８千円増額補正し、
　補正後の予算	 ３６億６，３３４万８千円
主な
歳入

国庫支出金 ３億７,５３４万９千円
繰入金 ２,１９９万９千円

主な
歳出

特別定額給付金関係経費
 ３億７，１４４万１千円
子育て世帯臨時特別給付金関係経費
 ９７０万円
新型コロナウイルス感染症対策経費

（経済対策分） １，４６２万９千円
―――――――――――――――――――――――

同
意
関
係

議第２９号　七宗町農業委員会委員の任命
につき認定農業者等が委員の過半数を占め
ることを要しない場合の同意について
　農業委員会等に関する法律施行規則第２条第２
号の規定により、認定農業者等及び準ずる者を委
員の４分の１にするため同意を求めるもの
―――――――――――――――――――――――

発行／七宗町議会／議会報編集委員会  〒509-0492 岐阜県加茂郡七宗町上麻生2442-3  TEL0574-48-1489

令 和 ２ 年
議会だより 第 2 回 定例会

　定例会を６月１１日（木）～６月１７日（水）開催、提出案件は、専決処分の承認関係５件、
同意関係1件、人事関係１５件、予算関係４件、条例関係５件、契約関係５件について審議
し、それぞれ原案のとおり承認・可決しました。、なお、町長提出の報告２件については報告
として処理しました。
　また、今議会は、新型コロナウイルス感染症予防対策として会議時間の短縮を図るため、
町政一般に対する質問及び議案に対する質疑については、再質問を行わないこととしました。
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予
算
関
係

議第４５号　令和２年度七宗町介護保険事業
特別会計補正予算（第１号）
　介護保険事業特別会計
　歳入歳出 ２９万８千円増額補正し、
　補正後の予算	 ６億３，５２９万８千円

主な
歳入

国庫支出金 １１６万５千円
繰入金 △１５８万９千円

主な
歳出

予備費 △２２万１千円

―――――――――――――――――――――――

予
算
関
係

議第４６号　令和２年度七宗町簡易水道事業
特別会計補正予算（第１号）
　簡易水道事業特別会計
　歳入歳出 ３４万８千円増額補正し、
　補正後の予算	 ２億４，５３４万８千円

歳入
使用料及び手数料 △１，２３３万８千円
繰入金 １，２６８万６千円

歳出
一般管理費 △８８万２千円
維持管理費 １２３万円

―――――――――――――――――――――――
議第４７号　令和２年度七宗町上麻生
財産区特別会計補正予算（第１号）
　上麻生財産区特別会計　歳入歳出 ２万円増額補正し、
　補正後の予算	 ３４万円
歳入 雑入 ２万円

歳出 予備費 ２万円
―――――――――――――――――――――――

△はマイナス表記です。

　条例関係　　　　　　

議第48号　七宗町税条例の一部を改正する条例の制定について
　新型コロナウイルス感染症に係る特例等について、地方税法の一部改正によるもの

議第49号　七宗町手数料条例の一部を改正する条例の制定について
　マイナンバー通知カードの発行手続き等の廃止に伴うもの

議第50号　七宗町国民健康保険条例の一部を改正する条例の制定について
　新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等へ傷病手当金を支給するもの

議第51号　七宗町介護保険条例の一部を改正する条例の制定について
　新型コロナウイルス感染症の影響による低所得者の保険料の軽減を強化するもの

議第52号　七宗町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の制定について
　新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等へ傷病手当金を支給するもの

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　契約関係　　　　　　

議第53号　工事請負契約の締結について　（契約金額　２億４，４２０万円）
　令和２年５月１８日に仮契約した防災行政無線（同報系）デジタル化工事について、議会の議決を求めるもの

議第54号　工事請負契約の締結について　（契約金額　８，４４５万５千円）
　令和２年６月４日に仮契約した神渕コミュニティーセンター空調設備更新工事について、議会の議決を求めるもの

議第55号　物品売買契約の締結について　（契約金額　１，２２６万５千円）
　令和２年５月１８日に仮契約した小型動力ポンプ付積載車１台の購入について、議会の議決を求めるもの

議第56号　物品売買契約の締結について　（契約金額　１，０４５万円）
　令和２年５月１８日に仮契約した庁舎内用パソコン及び議会事務局用デスクトップパソコンの購入につい
て、議会の議決を求めるもの

議第57号　物品売買契約の締結について　（契約金額　６４２万５千円）
　令和２年５月８日に仮契約した小型バス車輌１台の購入について、議会の議決を求めるもの

※契約金額の千円未満は四捨五入しています。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　報告関係　　　　　　

報告第３号　令和元年度七宗町一般会計繰越明許費繰越計算書について
　地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により議会に報告するもの

報告第４号　令和元年度七宗町簡易水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書について
　地方自治法施行令第１４６条第２項の規定により議会に報告するもの
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一 般 質 問

答 企画課長　石黒義仁

2011 年のアナログ放送停止に対しての対応策として、名古屋ケーブルビジョンを
事業主体とした光ファイバー通信施設の整備を選択し現在に至っております。現事業
者は、配信事業者であるため番組製作ができない状況で、自主放送を行うには施設改
造費等で約１億円以上かかり、製作・維持管理費として年間１千万円以上がかかると
想定されています。総務省の許可も必要であり、現在、可能不可能も含め、補助事業
など財政的支援や技術的な観点からも検討しているところです。
ドローンの勉強会、資格取得については、民間企業が主体となり資格所得ができる学
校等を設立され、協定を結び進めてみえる町もあります。町として、資格所得の講習
は現在考えておりません。

答 総務課長　福井　仁

防犯カメラの設置については、商工会と話をしました。その中では、事業者個々で対
応していただいており、町と連携できることがあれば協力していきたいという回答で
した。

問 ケーブルテレビ、防犯カメラ設置、並びに
ドローンの操作講習会の開催について

加 納 福 明 議員
私は今までに、町民のあらゆる面から安心安全のために必要な設備と考えて、ケーブル

テレビの設置と防犯カメラの設置について一般質問を何度か行ってきましたが、ケーブル
テレビの設置については、高額な予算が必要などの理由で進めていただけなかった。今回
の新型コロナウイルス感染症関係で他の市町村では、ケーブルテレビを使い感染症対策や、
自宅での学習にも活用され、もしもケーブルテレビがあれば、神渕神社の祭典や赤池弁財
天祭り等の放送もできたと思いました。また、防犯カメラの設置については、商工会との
打合せをするとの回答でした。

次に、他の市町村ではドローンの教育を進めています。これも、町民の安心安全のため
にも活用できる施策だと考えます。町民が正しい知識の元で使用するためにドローンの勉
強会、資格の取得を開催するなど考えはありませんか。

以上、ケーブルテレビの設置について、もう一度回答をお願いしたい。そして、防犯カ
メラの設置についての進捗状況、ドローンの講習会開催についての町の考えを伺います。
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（６月定例会）

町としては、先般、「七宗町防犯カメラの設置及び運用に関する要綱」を作成しまし
た。それに基づいて、国の補助金である新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時
交付金を活用して、神渕コミュニティーセンター、木の国七宗コミュニティーセンター、
道の駅や役場庁舎など公共施設等への設置を進めていく予定です。

答 総務課長　福井　仁

選挙の立候補者の届け出の際や、副町長及び教育長の任命について、法令には納税に
関して審査する規定がないので審査はしていません。

問1
公職選挙法に基づいた立候補者等の納税義務
について

加 納 忠 良 議員
日本国憲法の第３０条では、「国民は法律の定めるところにより、納税の義務を負う」

とあります。町長、町議会議員については、立候補し選挙によって選ばれます。また、副
町長、教育長などは、町長が人選されて、町議会に同意を求めます。

こうした関係者について、日本国憲法の第３０条に規定する納税の義務について、必須
条件として審査されているのか伺います。

答 総務課長　福井　仁

公用車の車検時期や保険等の管理については、公用車の車検、保険台帳を作成してお

問2 公用車の管理等について 加 納 忠 良 議員

公用車を管理する上で、１台１台の車検時期や加入する任意自動車保険等について、
どのように管理されているのか。公用車の使用にあたっては、使用する職員等の運転
免許証の確認や手続きの方法について、どのように行われているのか伺います。また、
職員等の職場での法令講習等の受講実施状況について説明をお願いします。
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一 般 質 問

答 水道課長　加藤裕規

災害時の給水については、最小限度必要な量の飲料水を供給する計画となっていま
す。災害が長期化する場合には、給水活動に必要となる水道水を作成するため、麻生
浄水場に発電機を設置してあり、災害による停電時でも水道水を作れるようにしてあ
ります。浄水場そのものが被災した場合は、１日５０立方メートルの水を作れる可搬
式ろ過装置により、最低限の水道水の供給ができると考えています。
また、岐阜県水道災害相互応援協定書により県及び近隣市町村との協力体制もできて
います。

問 災害時における生活水対策について

大 鋸 利 光 議員
新型コロナウイルス感染症により、ほんの数ヶ月前までは、何不自由なく手に入れてい

たマスクでさえ手に入らなくなり、災害時では、こうした今まで当たり前に入手できてい
たものが入手できなくなることは、往々にして考えられることで、蛇口をひねれば勢いよ
く出る私たちの生活水でさえ、途絶えてしまうことが考えられます。

七宗町地域防災計画では災害時の給水活動について、町は自ら飲料水の供給の実施が困
難な場合、岐阜県水道災害相互応援協定等に基づき、県に必要な措置を要請することとなっ
ていますが、広域的な大災害に見舞われたときには、人口規模の小さな本町への対応は後
回しになる可能性が大きく、町民には長時間にわたり困苦を強いることになると考えられ
ます。本町における災害時の生活水の供給についての対策を伺います。

り、その台帳を毎年度更新することにより、車検切れや保険の未加入がないよう適切
に管理しています。
職員の運転免許証の確認については、職員には３年ごとのセーフドライバーカード取
得時に職員全員に免許証番号等を報告させて確認をしています。また、新規採用職員
には免許証の写しを提出させています。使用の手続きの方法については、七宗町自動
車等の使用に関する規程に基づき、それぞれの公用車の公用車使用簿・旅行命令簿を
作成して、使用前に管理者に提出し、使用後に時間や距離を記入して適切な使用に努
めています。
職場での法令講習等の受講実施状況については、町内の職員には、交通安全協会七
宗支部各分会が主催する法令講習会への参加をお願いしています。また、昨年度は事
故及び違反のあった職員に自動車学校での講習を受講させ、交通安全意識の徹底を図っ
ています。
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（６月定例会）

答 総務課長　福井　仁

備蓄状況としては、町に概ねマスクは１９，０００枚、消毒液は８０リットル、非接触
型検温計は２０個あり、小中学校及び各施設には、マスク１，７７０枚、消毒液３６６リッ
トル程度となっています。現在は、新型コロナウイルス感染症拡大は、小康状態となっ
ておりますが、今後、第２波、第３波の可能性がありますので、町民の方へのマスクや
消毒液の配布等を考えていく必要があります。状況を確認しながら、不足等が生じない
よう整備していきたいと考えています。
また、国が新しい生活様式や段階的な緩和の目安を示しており、県も対応を示してい
ますので、それを基にして２メートルの距離をとるとか、マスク着用、手洗いの徹底、
使用した場所の消毒などを行っていきます。施設の使用やイベント等についても人数制
限や距離を十分に確保しながら、徐々に緩和していく予定であり、町民の皆様のご理解
とご協力をお願いしながら進めていきたいと思います。

答 教育課長　佐伯義則

オンライン授業については、今回の新型コロナウイルス感染症対策を受けて一斉の臨
時休校となった際に、町内４校には児童・生徒全員に行き渡るパソコンの台数が確保
されていませんでした。このため、町としても今後、休校をしなければならない事態
となってもすぐにオンライン授業ができるよう、早急に対応できる体制を取りたいと
考え、６月議会に補正予算を計上させていただいています。本町の小中学校の全児童・
生徒が１人１台ずつパソコンが利用できるように、国の補助金を活用し整備する計画

問1 新型コロナウイルス感染症対策の現状と今後

福 井 德 一 議員
令和２年３月１４日、新型インフルエンザ等対策特別処置法改正案が国会で成立され、

４月１６日には全国に「緊急事態宣言」が出されましたが、現在感染拡大は確認されず５
月１４日には岐阜県を含む３９県について解除されました。

しかしながら、感染予防にマスクの着用、手洗いの励行や消毒等さらに予防対策が必要
と思いますが、今後は各学校や施設等が徐々に開放されてきます。マスクや消毒液また検
温計等の設置状況と今後の対応策を伺います。

また、感染拡大の再発があれば、学校においては再び休校が余儀なくされるので、早急
にオンライン授業の準備が必要と考えますが、如何ですか。
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一 般 質 問  （６月定例会）

答 住民課長　長尾英司

５月２５日、新型コロナウイルス感染症緊急事態解除宣言がなされましたが、感染防
止対策が必要な現況が現在もなお続いており、高齢者等を対象とした集団健診につき
ましては、厚生労働省からの通達により延期している状況です。
健康相談については、住民の皆さんの健康を守る身近な相談窓口でありますので、相
談の機会を確保するために当分の間、完全予約制にて実施していきます。今月につい
ては、第２金曜日が生きがい健康センター、第３金曜日が神渕コミュニティーセンター
にて実施し、７月からは第１金曜日が生きがい健康センター、第３金曜日が神渕コミュ
ニティーセンターにて実施します。
次に、６月に予定しておりました集団健診については、健診事業者と検討し１２月中
旬を予定しています。また、病院での個別健診については、予定どおり８月から実施
します。なお、健康に不安のある方については、個別健診等を利用いただきたいと考
えています。以上の健診案内については、７月上旬に周知します。

です。
また、Wi-Fi などのインターネット通信環境のない家庭の調査を行った結果、各校数
軒ずつ整備されていない家庭がありましたので、町で整備し、いつでも貸し出しでき
るようにしていきたいと考えています。

問2 住民の健康について 福 井 德 一 議員

住民を対象にした健康相談が、新型コロナウイルス感染症拡大予防のために４月、５月
と相次いで中止となりました。こんな時だからこそ開設して住民の声を聞き、住民に寄り
添うことが本来の目的であると思います。住民の方からは、家族の体調を心配する声や自
身の体を案じながらも、会話もなく不安の日々を過ごされる独居の方もおられます。住民
の健康を守る身近な相談窓口が感染拡大予防を優先して、本来の目的を閉鎖したのではな
いかと感じます。その真意を伺うとともに、感染予防に最善を尽くすことは前提ですが、
一日も早い開設を望み今後の取り組みを伺います。

また、住民の健康を守る住民健診が延長されていますが、感染拡大が終息した時期まで
延期されるのかどうか伺います。
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議案に対する質疑  （６月定例会）

答 町　長　井戸敬二

人事については、各課の仕事量や人員の配置状況、また、職員の年齢や体調、ある
いは能力など様々な要因を加味して行わなければならず、職員のやる気やモチベーショ
ンを下げないことも重要だと考えており、それらを総合的に判断して行わなければな
りません。したがって、決定までどうしても時間がかかり３月議会会期内に決定する
ことができず、やむを得ず、地方自治法第１７９条の専決処分を行いました。

問 承認第２号　専決処分について、
処分件名 七宗町職員の給与に関する条例の
一部を改正する条例の制定について

加 納 忠 良 議員
　令和２年３月七宗町議会定例会の令和２年度一般会計特別会計予算書及び説明書におけ
る級別の標準的な職務内容では、園長の職務は５級です。行政の今までの説明では、園長
は課長補佐の職務であり、今回の承認第２号 専決処分では、課長、局長、室長、支所長、
主幹の職務にも該当する改正です。令和２年３月七宗町議会定例会では、従来の区分の説
明でしかないのに、なぜ令和２年３月３１日の専決処分にてこのことを改正されたのか伺
います。
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令 和 ２ 年
議会だより 第 3 回 臨時会

七宗町議会議員一般選挙後初めての臨時会を７月１０日（金）開催、正副議長の選挙を
行い、議長に林 茂樹議員を、副議長に中島寛直議員を選出し、また、各委員会構成に
ついても改選しました。

また、町長提出案件５件、議員発案による発議１件について慎重審議し、それぞれ原
案のとおり可決しました。なお、町長提出の報告１件については報告として処理しました。

委
員
会
構
成
関
係

総務建設常任委員会
	 委員長 玉木幸治 議員
	 副委員長 大鋸利光 議員

（総務建設常任委員会は議員全員を委員とする）

教育民生常任委員会
	 委員長 加納福明 議員
	 副委員長 上野治美 議員

（教育民生常任委員会は議員全員を委員とする）

委
員
会
構
成
関
係

議会運営委員会
	 委員長 大鋸利光 議員
	 副委員長 玉木幸治 議員
	 委　員 福井德一 議員

議会報編集委員会
	 委員長 大鋸利光 議員
	 副委員長 加納福明 議員
	 委　員 上野治美 議員
	 委　員 林　茂樹 議員
	 委　員 中島寛直 議員
―――――――――――――――――――――――

　就任挨拶　　　　　　

７月臨時会において、議長、副議長選挙に

より引き続き正副議長の要職に就任させてい

ただくことになり、身に余る光栄に存じます

とともに、職責の重大さに身の引き締まる思

いを痛感しております。

さて、新型コロナウイルス感染症拡大防止

のための制限が徐々に解除されてきました

が、第２波第３波に備え新しい生活様式が求

められ、ワクチン等の開発を待つ間はこのウイルスと上手に付き合っていかなければなりません。

皆様には、少しばかり窮屈な暮らしを強いられることになりますが、自分のため愛する人のため

に今しばらくは共に辛抱して参りしましょう。

我々議会は、住民の代表として行財政のチェックはもちろんのこと、皆様からのご意見やご提

案などの声を町執行部へ届け、互いに議論し「住みたい  帰りたい  訪れたい  美しいまち  ひちそ

う」の実現をめざし、一丸となって活動を進めていかなければならないことを念頭に置き、決意

も新たに邁進していく所存であります。

今後とも、皆様のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ就任のご挨拶といたします。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

議　長		林　	茂樹 副議長		中島	寛直
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　条例関係　　　　　　

議第59号　七宗町固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例の制定について
　関連条例の名称の改正等によるもの

議第60号　七宗町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について
　新型コロナウイルス感染症に関する保険税の減免等に関するもの

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　契約関係　　　　　　

議第61号　物品売買契約の締結について
　令和２年７月６日に仮契約した町内小中学校全児童生徒用タブレット端末購入について、議会の
議決を求めるもの

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　報告関係　　　　　　

報告第６号　法人の経営状況について
　地方自治法第２４３条の３第２項の規定により、（有）七宗町ふるさと開発の経営状況について
議会に報告するもの

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

　議員発議　　　　　　

発議第２号　加納忠良議員に対する辞職勧告決議案	 提出者：福井	德一	議員

加納忠良議員は、自身の一般質問の一部について、議長が許可しなかったことに憤慨し、その不

許可となった質問を自身が発行する新聞折り込みの紙面上に掲載し、本来公表するべきではないも

のを公表した。また、この質問に関しては、内容が個人的なことで地方公共団体の権限外であるこ

とや、上級機関からの指導を受けて不許可にしたものであり、自身も十分承知していたにも拘わら

ず、議長の個人判断で一般質問を止めさせたと事実とは異なる表現となっている。これらは、議員

としての倫理観に欠けるとともに議会の代表である議長を貶める行為であり、断じて許せるもので

はない。

なお、最新の新聞折り込みには、役場の封筒によって郵送されたというだけで確証もなく、町職

員と思われる人から内部告発があったと掲載したことは、町職員が今後言われなき誹謗中傷にさら

される可能性もあり、議員として甚だ配慮に欠けた軽率な行為である。

そして、当該議員の一般質問は、毎回、七宗町議会申し合わせ事項（平成２８年９月１日）で取り

決めのある「一般質問は、通告書の内容に沿った質問とし、関連質問は許可しない。また、再質問

を前提とした質問はしない」を完全に無視したもので、議員としての自覚と資質に欠け議会のルー

ルを守れていない。

また、教育長任命の同意案審議時に、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に抵触している

旨の質問を発し、町執行部が法律に抵触していない理由を再三答弁したにも拘わらず、法律に違反、

法律を無視などと言い放ったまま、自身の発言を撤回することも取り消すことも謝ることもせず

に、あたかも町執行部が違法な人事をしていると決めつけたままの状態であり、反省することのな
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い態度は許しがたきものと言える。

更に、令和元年第５回定例会の発議第２号の提案時において、議長の発言中止指示に従わず、補

足説明と称して発言を続行し、その上その内容は、補足説明とは言えないもので、個人に対しての

批判をまくし立てるだけの内容で、議会の秩序を乱すとともに品位を汚す行為であった。

全員協議会の場でも、当該議員の発言の本質は個人的な怨恨であり、それを指摘されたり意見を

言われると、激高して間違いだと決めつけ、勉強不足だと無礼な言葉を何度も発して討論を遮った

り、自身が選任に同意した代表監査委員に対しても人格に問題がある、辞職するべきだと断言する

など、議員としての自覚と資質を著しく欠いている。

また、当該議員は、「町の課題・問題と議員」と称する新聞折り込みを発行し、不許可となった

一般質問を公表したり、事実を自身に非のある部分や経緯等を割愛したり前後させ、都合のいいよ

うに文面を仕上げ発信している。これは、活動報告や一般行政に対する批判の範疇を超えて、議会

及び町並びに関係機関等をも巻き込み、七宗町を混乱させ多方面へ悪影響を及ぼすような状況を

作っている。

こうした加納忠良議員の一連の行為は、議員としての自覚と資質に著しく欠け、当議会の信用を

大きく失墜させており、今後も繰り返される可能性が非常に高く、これ以上看過することはできない。

よって、我々は加納忠良議員に対し、速やかに議員を辞職するよう勧告する。

令和２年７月１０日

岐阜県七宗町議会

反対討論：玉木	幸治	議員

加納忠良議員に対する議員辞職勧告決議に反対の立場から討論いたします。

本決議案は、町議会議員としてもその品格を疑問視されるに止まらず、町議会全体の品格と倫理

意識が問われていると言っても過言ではない。まことに町議会としても看
か ん か

過できない事件に対し、

同議員に議員辞職勧告の決議をするというものです。

言うまでもなく、地方議会は日本国憲法で定められた議事機関であり、選挙により選ばれた各議

員が、地方自治体の本
ほ ん し

旨に基づいて、言論の府
ふ

たる議会の秩序を守るべき職責を負
お

うこと。同時に、

言論の府である議会においては、会議規則のような一定のルールにしたがったうえで、発言の自由

が保障されなければならないことは当然のことであります。

従って、議会は言論の府であるからこそ、議員には自
みずか

らの発言を厳しく律
りっ

し、無責任な発言を慎み、

言葉に慎重でなければならない責任があります。不適切な発言に対しては、やはり会議規則に基づ

いて発言の主旨や背景、発言の影響等を、時間をかけて慎重に調査し、十分な審査と議論を尽くして、

発言の取り消し、議事録からの削除等の処理を行われなければなりません。

加納忠良議員の以上のような不適切発言等に対し、議会としてどのような態度で対応すべきかに

ついて私の考えを述べたいと思います。

私たち議員は、議会での問題発言や問題行動に対する処分については、会議規則に基づいて認定

し、同規則に基づいて厳密に対応しなければならないことは言うまでもありません。
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本件につきましては、七宗町議会会議規則　第６章　発言　発言内容の制限、第５４条　発言の

取り消し又は訂正、第６４条　同会議規則第１２章　規律、第１０２条品位の尊重に「議員は、議

会の品位を重んじなければならない」とあります。「議会の品位」とは何かといいますと、一般的に「誹

謗中傷」「無礼のことば」「差別的発言」「個人の人格を傷つける発言」や犯罪、あるいは犯罪的な社

会的信用の失
しっつい

墜などに係わるものであるとされています。

以上のことから、同議会規則規程により処分することが妥当であり、議員辞職勧告決議そのもの

不当性に考えます。

議員辞職勧告決議は選挙によって有権者からその権能と身分を負託された議員に対して、一議員

が辞職を強要するということの重大性を考えなければならない。議員辞職勧告決議は、議員の身分

や名誉に深くかかわる大変重い議案であることから、専門の調査委員会を立ち上げ、時には何カ月

もの慎重な調査と議論を尽くして提出されるべきものであって、軽々しく提出されるものではない

と考えます。

また、ご存知のとおり、議員辞職勧告決議は成立しても効力はなく、かえって議会の権威が損な

われることもあるとの助言が出されていることも真剣に受け止めなければならないことであります。

そのうえで、議員辞職勧告決議案には問題点があると、このように指摘しているところであります。

法的な問題についていえば、地方自治法には議員辞職勧告決議についての規定はありません。法

律上認められ、規定された議案ではないので、単なる議会の意思決定を求める議案ということにな

ります。

しかし、議員に議案提出権があるからといって、なんでも提案してよいというものではありませ

ん。選挙で有権者から支持され当選した議員に対し、議員が辞職を強要することになる議員辞職勧

告決議は議会においてはふさわしくないものとされています。当該議員が議員として適当か不適当

かは、選挙した有権者、町民が判断すべきことです。選挙された議員が同じく選挙された議員につ

いての適、不適を判断する権限はありません。それは四
よんねん

年毎
ごと

に行われる選挙で、有権者が判断すべ

きことであるからです。

その他、議員辞職勧告決議の問題点として４点が指摘されます。

①議員の任期四年は法律で保障されていること

②議会が辞職勧告決議案を可決しても法的拘束力がないこと

③当該議員が辞職勧告決議にしたがわなかったとき、議会の権威が低下すること

④不祥事件で逮捕された議員が議会の議決にしたがって辞職したとき、仮に将来無罪であること

が確定した場合、議員の資格や名誉を回復させる手段がないこと

これらのことからも、加納忠良議員に対する議員辞職勧告決議案の提出には賛成できません。

不祥事件を起こした議員は、自
みずか

らが住民代表の議員として適、不適のいずれかであるかを判断す

る必要があります。

どういう方法で政治的責任をとるかは、当該議員が決めることであり、議会や同僚議員が辞職勧

告決議で議員に強要すべきことではありません。

一般的に、議員辞職勧告決議案の取扱いをめぐって、議員間が対立し、議会本来の使命である議

案の審議が停滞する事例も報告されていますが、これでは議会が住民の信頼を失うことになりかね

ません。
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本人の弁明をはじめ、参考人の意見を聴き、議員辞職勧告決議の法的性格、妥当性等を当該議員

だけの問題ではなく、歴史に残る議会の意思決定として適切であるかを掘り下げて論議することが

求められています。

当該議案に対する質疑において、議員辞職勧告決議についての行政実例の中では、一議員の辞職

勧告を議員提案として発議することについて、議会はこれを議決すべき事件として取り上げられる

かとの昭和２６年大
お お む た し

牟田市議会の質問に対し、当時の自治省の行政課長が「地方自治法第１１２条

の『議会の議決すべき事件』には該当しない。なお、機関意思の決定としての議決としても適当で

はない」と回答しています。

最後に、加納忠良議員に対する安易な辞職勧告決議の提出は、議員としての見識に係わるととも

に、議会の品位と権
け ん い

威を傷
きず

つけかねない行為というほかはありません。

また、質疑でも明らかなように、重大な誤りを含む議案を決議することは議会の品位を貶
おとし

めるこ

とになりかねない。

以上の指摘によって、今回の加納忠良議員に対する議員辞職勧告決議も不当なものであり、異常

な対応だということを指摘して私の反対討論を終わります。

賛成討論：中島	寛直	議員

発議第２号に関して、賛成意見を述べます。

ただ今、提案者である福井德一議員の提案に私は全面的に賛成するものであります。

加納忠良議員は、代表監査委員の選任同意案に対しても、何一つ異議を申し立てることもなく、

意見を申し述べることもなく同意に賛成したにもかかわらず、今になって、自身と代表監査委員が

かかわっていた７年も前の出来事が問題だったとして、代表監査委員としての資質に問題があると

断言し、辞職するべきだと公言しています。議会は団体意志を決定する機関としての議員の合議体

であり、我々議員一人一人は、議決権や同意権など、責任ある大きな権限を与えられているため、

提出議案等に対する表決に対しては、慎重審議、熟慮に熟慮を重ねてその権限を行使するものであ

ります。

こうしたことから、選任同意を審議する際に、自身がかかわっていて問題視としなかった事柄を、

今になって過去のことが問題だと言い放ち、選任同意に賛成を投じたにもかかわらず、監査委員を

辞めるべきだと公然と言うことは、一般的に考えても理解できるものではありません。

加納忠良議員は、４０年以上も七宗町職員として住民の福祉の向上に邁進してこられ、我々議員

や後輩にあたる町職員の良き相談者であり、良き指導者として大いに寄与してくれるものと期待し

ておりましたが、昨年７月の改選以来、期待は裏切られ、自身の怨恨を晴らすために、なりふり構

わない行為に及んでいることを、非常に残念でなりません。

この１年間、先程の提案理由でも述べられたように、幾度となく加納忠良議員には意見や指摘を

申し上げて参りましたが、聞く耳を持たず、独りよがりの正義感をかざし続ける行為には目に余る

ものがあり、もはや辞職を勧告するほかないと思い、私の賛成意見とさせていただきます。

24 p 広報 令和 2 年 8月号



　各議員の採決の状況

上野 治美 大鋸 利光 加納 福明 玉木 幸治 中島 寛直 加納 忠良 福井 德一 林　 茂樹

発議第２号 × ● ● × ● － ● －

※●は賛成　×は反対
※林 茂樹議員は議長のため、賛否同数の場合以外は採決には加わりません。
※加納忠良議員は除斥のため採決には加わりません。

議 会 の 動 き

５ 月

　８日　全員協議会
２２日　全員協議会

—
—
—
—

２９日　議会運営委員会

６ 月

　９日　議会運営委員会
１１日～１７日　第２回七宗町議会定例会
１１日　総務建設常任委員会
１２日　教育民生常任委員会
１７日　議会運営委員会
　　　　全員協議会

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

１８日　おいでよふる里まつり２０２０
　　　　実行委員会

２５日　可茂町村議会議長会（美濃加茂市）
３０日　全員協議会

７ 月

　３日　議会運営委員会
　　　　一部事務組合議会臨時会
　　　　（美濃加茂市）

　６日　全員協議会
　９日　救急ワークステーション設置議長会
　　　　協議（美濃加茂市）

　１０日　第３回七宗町議会臨時会

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

２２日　議会報編集委員会
２８日　七宗町地域公共交通会議
　　　　ＳＤＧＳ推進セミナー（美濃加茂市）
３０日　国道４１号線美濃加茂・下呂間強靱化
　　　　推進同盟会総会（木の国七宗 CC）
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七宗町教育委員会だより第 521 号

伊藤忠財団より大型絵本の寄贈がありました

コミュニティーセンター図書室よりお知らせ

２０１９年度伊藤忠財団の子ども文庫助成事業において、七宗町内で活動している「読み聞かせボ

ランティア ひだまり」の活動が評価され、本購入費の助成がありました。その助成金で大型絵本を購

入し、「ひだまり文庫」として木の国七宗コミュニティーセンター図書室に設置されました。

町内の保育園・小中学校の図書担当が集まった図書館部会では、大型絵本の紹介や、読書活動につ

いて話し合われました。

大型本の貸し出しは団体にの

みとなっていますが、ひだまり

文庫の本棚の掲示板では、活動

等についても紹介されています

ので、ぜひご覧ください。

▲ひだまり文庫

▲図書館部会の様子

神渕コミュニティーセンター・木の国七宗コミュニティーセンターの図書室では、皆さんからのリ

クエスト本を受け付けています。各図書室内にあるリクエスト表を使って、どんどんリクエストして

くださいね！

また、コミュニティーセンターが開館中は夜間でも本の貸し借りが可能です。夜間に利用される場

合は、一言管理人へ声をかけてからご利用ください。
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少年の主張

僕の将来の夢は、医師になることです。きっかけ

は医療ドラマでしたが、２年生の夏に体験した職場

体験を通してさらにその思いが強くなりました。し

かし、医師として働くとはどういうことか。何を目

的として働くのか。十分に考えたことがありません

でした。

そのことを考えるきっかけになったのは、今年に

入ってからの新型コロナウイルスの大流行です。ウ

イルスが広まってから連日のように新聞やテレビで

報道される日々。そんな中、多くの医療従事者が昼

夜を問わず、感染者のために仕事をしているとの

ニュースを目にしました。対応に追われ家に帰れな

かったり、治療にあたっていて感染してしまったり、

自分が想像していた以上に医療従事者には、多くの

負担がかかっていることを知りました。自分たち国

民のために命を削ってまでがんばっているのに、医

療従事者やその家族に対する偏見や差別があること

も知り、心が苦しくなりました。それでも患者のた

めに一生懸命働いてくれていることを心から尊敬し

ました。

医療従事者が、こんなにもがんばってくれている

理由に、僕が考えている「何のために働くのか」と

いう疑問に対しての答えがあるのではないかと考え

ました。「働く」という言葉は傍
はた

を楽
らく

にする、つまり

側にいる人を楽にすると捉えることができると聞い

たことがあります。この捉え方は医療従事者の人に

ぴったりだと思います。周りで困っている人を楽に

する。助ける。そういう思いを持って医療従事者の

人たちは働いているのではないかと思いました。

周りにいる人たちを楽にするために働くと聞くと、

僕は、昨年の１２月にアフガニスタンで銃撃されて

亡くなった中村哲さんを思い浮かべます。中村哲さ

んは医師でありながらも、干ばつのために水不足に

苦しむアフガニスタンの人々に用水路を造りました。

僕は中村哲さんが行っていたことに興味を持ち、中

村哲さんの書いた本を読んでみました。そこには中

村哲さんが現地に用水路を造るまでの様子が細かく

記録されていました。現地の人々の暮らしを豊かに

するためになんとか用水路を

造りたい！そんな思いが伝

わってきて、中村哲さんの働

く目的を少し理解することができたと思います。

僕は今回の休校期間、将来、周りの人たちを助け

るために働きたいと思うようになりました。同時に、

この周りのために働く、というのは、働き出すよう

な年齢になってからしかできないことではないこと

にも気がつきました。僕は休校中、家族のために毎

日風呂掃除をしたり、妹の分の昼ご飯を作って一緒

に食べたりするようにしました。些細なことだけど、

家族は「ありがとう」と感謝してくれて心がとても

温かくなりました。これは両親に言われて行ったこ

とではなく、自分から何をしたら両親のためになる

のか、まだ一人では過ごせない妹のためにどんなこ

とができるのか、考えてしたことです。このように

家族のことを思うことは働く目的として十分だった

と思います。

僕はこの一年間を終えたら義務教育も終わり、自

分自身で進路を決めていかなければなりません。休

校中、自分一人だけの時間ができたことで、将来に

ついて深く考えるきっかけができました。今、多く

の人がいろいろな悩みを抱えています。その一人一

人に寄り添って、理解に努め楽にする。そんな目的

を忘れず医師として働いていきたいと強く思ってい

ます。また、これからの新たな出会いや体験によって、

僕の働く目的は、きっとさらに強く揺るぎないもの

になっていくでしょう。そして、人を楽にするため

に自分ができることは無限にあるのだと未来が楽し

みでなりません。

「はたらく」意味
 神渕中学校３年　福井  尊仁
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8
月 

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
セ
ン
タ
ー
等
行
事
予
定
表

令和
２年

月日 曜 木の国七宗コミュニティーセンター 神渕コミュニティーセンター 町体育館・町民運動場

8/21 金 芳翠会 9:30～ ゴールドクラブ 20:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

22 土 学びのとびら　気功教室 13:30～ ホワイトセブン 8:30～

漁業組合 19:00～

23 日 川辺町スポーツ少年団　サッカー 13:00～

24 月 休館日 休館日 休館日

25 火 給食サービス 9:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

はつらつ貯筋教室 10:00～ はつらつ貯筋教室 12:30～

健康ダンス 14:00～ 家庭婦人バレー 20:00～

ＥＮＳ倶楽部 20:00～

26 水 給食サービス 9:00～ 少年剣道 19:00～

27 木 大正琴 9:30～ ＹＴＯバンド 19:00～

ダンベル＆エアロビ同好会 10:00～ テクノ渡辺（フットサル） 19:30～

学びのとびら　マヤ暦入門 13:30～

あゆ網抽選会 18:30～

28 金 真向法体操七宗サークル 14:30～ ゴールドクラブ 20:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

青少年育成町民会議　青少年部会 19:30～

29 土 ホワイトセブン 8:30～

30 日 ホワイトセブン 8:30～

31 月 休館日 休館日 休館日

9/1 火 学びのとびら　楽器『一五一会』を弾こう 13:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

健康ダンス 14:00～ ＥＮＳ倶楽部 20:00～

2 水 学びのとびら　ツボとリンパでデトックス 10:00～

3 木 ハンドクラフトサークル 9:30～

4 金 学びのとびら　初めてのトンボ玉教室 10:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

真向法体操七宗サークル 14:30～

5 土 Ａ級女子ソフトボール大会準備 13:00～

6 日 ジュニアリーダー定例会 19:00～ Ａ級女子ソフトボール大会 7:00～

7 月 休館日 休館日 休館日

8 火 給食サービス 9:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

七福カフェ 9:00～ はつらつ貯筋教室 13:30～

はつらつ貯筋教室 10:00～ ＥＮＳ倶楽部 20:00～

学びのとびら　お菓子作り 13:00～

健康ダンス 14:00～

9 水 給食サービス 9:00～

民生委員児童委員会定例会 9:00～

10 木 学びのとびら　マヤ暦入門 13:30～

11 金 いきいきセミナー 10:00～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

真向法体操七宗サークル 14:30～

12 土 学びのとびら　気功教室 13:30～

13 日 防災講演会 9:00～ Ａ級ソフトボール大会予備日

心配ごと相談 13:30～

14 月 休館日 休館日 休館日

15 火 学びのとびら　楽器『一五一会』を弾こう 13:00～ スポーツウエルネス吹矢 19:30～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

健康ダンス 14:00～ ＥＮＳ倶楽部 20:00～

16 水 学びのとびら　ツボとリンパでデトックス 10:00～

17 木 学びのとびら　ワンコインランチ 10:00～ ハンドクラフトサークル 9:30～

ティンカーベル 14:00～

18 金 真向法体操七宗サークル 14:30～ 健康相談 9:30～ グラウンド・ゴルフ 8:30～

19 土

20 日

※８月４日受付分まで

※神渕コミュニティーセンターにつきましてはエアコン工事のため
　使用禁止箇所があります。

８月２９日まで ８月３１日～９月１２日まで
２階	使用禁止 講堂	使用禁止

講
堂 

使
用
禁
止

２
階 

使
用
禁
止

29 p広報 令和 2 年 8月号



住民課栄養士がおすすめする
～心身の疲れを癒すレシピ～

令
和

2
年

8
月

20
日

発
行

N
o.569

8
月

号

夏バテで食欲がない時は、さらりと食べられる納豆そばはいかがでしょうか。 
栄養満点の納豆と大根おろしの組み合わせでさっぱりといただけます。

納豆そば

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■材料（２人分）

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■作 り 方

上段：１人分の栄養価（下段：50 ～ 69 歳  身体活動レベル「普通」の男性１日の栄養必要量）

エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄 ビタミンＣ 塩　分
387Kcal 19.1g 5.9g 75mg 3.7mg 7mg 2.9g

（2,450kcal） （50g） （54 ～ 69g） （700mg） （7mg） （85mg） ★ 7.5g 未満

★成人女性の塩分は、1 日 6.5g
未満。高血圧の方は、6g 未
満が目標です。

コーヒーを飲みながらおしゃべりをしていただいてもＯＫ♪
脳トレプリントや作品づくりを用意しています♪
介護の相談も受け付けています♪

  ほっと七福カフェは…
　　気軽に色んな話をする「集いの場」
　　色んな人と出会える「賑わいの場」
　　認知症の人と家族の人が出かけられる「憩いの場」

日　　　時   ９月８日（火） １３：３０～１４：３０
場　　　所   木の国七宗コミュニティーセンター２階　クリエイトルーム
負　担　金   １００円（飲み物等を用意しています）
人　　　数   先着１５名（事前申し込み制）
持　ち　物   マスク
申込み期限   ９月３日（木）まで  ※人数制限があるため必ず申し込みをしてください！
申込み・問合せ   地域包括支援センター（生きがい健康センター内）　☎４８－２０４６ 担当：加納 祐美

参加される方のペースで過ごしていただくカフェ形式です！

ほっと七福カフェ第1回

① 大根はすりおろし、軽く水気をきる。万能ねぎは小口切
りに切り、かいわれ大根は根を切り落とす。

② そばは袋の表示時間にしたがって茹で、ざるに上げて水
洗いし、水気をきる。

③ めんつゆに水を加える。

④ 器に②を入れ、納豆と①をのせ、③をかける。

◦乾そば １６０ｇ

◦大根 １２０ｇ

◦めんつゆ（ストレート） ３／５カップ

◦水 ４／５カップ

◦納豆 ２パック（８０ｇ）

◦万能ねぎ 適量

◦かいわれ大根 適量

今年度の
七福カフェは、
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